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今
日
、
社
寺
等
で
参
詣
者
に
茶
を
振
舞
う
茶
所

(摂
待
所
)
と
云
う
も
の
が

あ
り
、
近
年
迄
其
の
機
能
を
果
し
て
い
た
も
の
も
多
か
つ
た
。
所
謂
、
日
本
人

と
お
茶
に
就
い
て
は
、
今
迄
茶
道
的
面
を
中
心
に
、
其
の
精
神
的

・
文
化
史
的

考
察
が
多
く
な
さ
れ
て
来
て
い
る
が
、
然
し
何
れ
に
せ
よ
、
其
の
宗
教
的
面
を

無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
民
俗
の
基
盤
の
申
で
生
じ
た

茶
の
文
化
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
今
回
は
、
簡
単
な
が
ら
茶
所
の
機
能
と
変
遷

を
探
り
、
庶
民
信
仰
の
解
明
の
一
端
と
し
た
い
。

さ
て
、
古
来
か
ら
お
茶
の
持
つ
特
質
と
し
て
塩
と
同
様
貴
重
品
的
価
値
と
其

の
呪
力
性
等
が
注
目
さ
れ
る
が
、
神
仏
に
茶
を
供
え
る
供
茶

・
献
茶
の
法
式
も

古
く
か
ら
伝
わ
つ
て
い
た
。
更
に
仏
教
寺
院
で
は
、
睡
魔
と
欲
念
を
払
う
為
の

修
行
の
方
便
と
し
て
も
お
茶
を
飲
ん
で
お
り
、
栄
西
が

『喫
茶
養
生
記
』
で
、

「茶
は
養
生
の
仙
薬
な
り
、
延
命
の
妙
術
な
り
」
と
し
て
、
其
の
薬
用
的
効
能

等
を
述
べ
て
い
る
。
此
の
様
に
茶
は
寺
院
僧
侶
と
か
た
く
結
び
つ
き
、
こ
れ
を

す
す
ん
で
民
衆

へ
の
布
教
の
上
に
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
所
謂
、
仏
教
が
広
め

ク

ス
シ

ら
れ
る
過
程
に
は
、

多
く

の
僧
侶
達
が
薬
師

の
役
割
を
果
し
て

い
た

の
で
あ

つ

た
。

又
、
勧
進

聖
達

に
よ
る
施
茶

の
様

子
は
、
『
餓
鬼
草

紙

』
や

『
地

蔵
縁

起

絵
巻
』
等

に
も
見
ら

れ
る
が
、

『
関
東
往
還
記
』
に
よ
る
と
、

西
大

寺

の
叡

尊

が
弘
長

二
年
春

関
東
に
下
向

し
た
折
、
道
中

の
宿

々
で

「
茶
を
儲

」
け

て
い
る

の
も
、

病
貧

者

・
非

人

・
乞
食
等
を
含
む
庶
民

の
教
化

・
授
戒

の
方
便

と
し

て

行
つ
た
施
薬
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
又
、
弘
安
年
中
、
同
じ
叡
尊
が
宇
治
橋
の
東

に
橋
寺
を
再
興
し
た
時
、
共
の
中
に

「茶
房
」
な
る
も
の
を
置
い
た
と
あ
る
の

も

(『
西
大
勅
諮
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
附
録
』)
、茶
を
往
来
の
諸
人
に
施
し
、

一
つ
の
結
縁
を
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
『雍
州
府
志
』
(九
)
に
、
「宇

治
橋
辺
有
二通
円
法
師
者
一構
二茶
店
於
宇
治
川
側
一施
二茶
於
諸
人
一為
二結
縁
こ

と
あ
る
の
も
、
此
の
茶
房
の
流
れ
を
当
然
汲
ん
で
い
よ
う
。
こ
う
し
た
寺
院
を

含
め
、
上
層
・
有
閑
知
識
階
層
に
よ
る
喫
茶
の
風
習
が
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝

に
か
け
て
次
第
に
、
闘
茶
や
茶
礼
の
様
な
茶
寄
合
と
し
て
、
都
鄙
・
各
層
を
問

わ
ず
に
広
ま
つ
て
行
つ
た
。
こ
う
し
た
喫
茶
の
普
及
は
、
当
時
一
般
庶
民
の
旅

行

・
社
寺
参
詣
の
流
行
の
増
加
に
想
応
し
て
、
社
寺
の
門
前
や
橋
の
挟

・
峠

・

街
道
筋
等
に
、
立
売
茶

(
一
服

一
銭
)
や
茶
屋
等
が
出
現
し
て
、
参
詣
者
や
旅

人
の
喉
を
潤
お
し
た
。
一
方
、
中
世
の
遊
行
宗
教
者
達
に
施
物
を
供
す
る

(異

境
人
歓
待
)
路
傍
の
摂
待
所
も
多
く
存
し
た
事
が
判
明
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
(六
)
の
文
明
六
・
七
年
に

「茶
所
」
・

「茶
所
衆
」
の
名
が
出
て
来
る
が
、
現
在
に
見
ら
れ
る
茶
所
は
、
京
都
で
は
東

西
両
本
願
寺

・
仏
光
寺

・
知
恩
院

・
南
禅
寺
・
黒
谷

(金
戒
光
明
寺
)
や
六
角

堂
等
数
多
く
存
す
る
。
又
、
地
方
に
於
て
、
特
に
昔
か
ら
庶
民
信
仰
で
賑
わ
う

成
田
山
寺
・
四
天
王
寺
(戦
前
迄
南
門
前
に
摂
待
所
が
存
し
た
)
・
高
野
山
(古

毘
く
か
ら
湯
茶
の
摂
待
所
が
存
し
た
が
、
現
在
は
奥
の
院
頗
徳
殿
で
す
る
)
・金

羅
宮

(寛
政
九
年
大
阪
の
大
和
屋
弥
三
郎
外
講
中
の
寄
進
の
茶
所
を
改
築
し
て

使
用
し
て
い
る
)
・
多
賀
大
社

(近
江
商
人
寄
進
と
伝
え
る
湯
茶
釜
が
在
る
)
・

伊
勢
神
宮

(古
来
御
蔭
参
施
行
と
し
て
の
摂
待
所
が
存
し
た
)
等
、
諸
社
寺
の

『葛
参
詣
寺
院
や
山
岳
寺
院
等
に
も
存
し
て
い
た

(例
え
ば
、
和
泉
葛
城
山
茶

国
所
城
峰
宝
仙
山
万
覚
帖
』
安
政
年
間
)
。
又
、
八
十
八
ケ
所
巡
礼
で
著
名
な
四

地
方
に
は
、
遍
路
達
に

「お
摂
待
」
と
称
し
、
個
人
や
村
落
民
・
摂
待
講

(現
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存

の
も
の
と
し
て
、
紀
州

・
有
田

・
野
上
各
摂
待
講
等
)
に
よ
る
湯
茶
や
物
品

を
、
街
道
や
札
所
寺
院

の
摂
待
所

(
摂
待
宿
)

や
茶
堂

(
大
師
堂
)

と
呼

ば
れ

て
い
る
所

で
行
な
わ
れ
、

江
戸
期
か
ら
今
日
迄
数
多
く

見

ら

れ

た

の

で
あ

る

(岡
山

・
宮
崎
県

に
も
存
す
る
)
。
又
、

こ
う
し
た

そ
れ
ぐ

の
茶

所

や
茶

堂

に
は
、
本
尊
を
安
置
し
て
い
る
例
が
多
い
。

今
こ
こ
に
一
つ
、
本
願
寺
の
茶
所
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
其
の
初
見
は
吉

崎
の
文
明
初
年
の
茶
所
と

(『実
悟
記
拾
遺
』
)
、次
の
永
禄
四
年
の
石
山
本
願

寺
の
茶
所
で
あ
る

(『私
心
記
』)
。現
在
の
西
本
願
寺
の
茶
所
を
管
理
し
て
い

る
泉
州
摂
待
講
社
の
結
成
は
、
蓮
如
時
代
迄
湖
る
が
、
寛
延
年
間

(第
十
七
代

法
如
上
人
)
に
、
阿
弥
陀
堂
再
建
に
多
大
な
報
謝
を
し
て
、
其
の
功
に
よ
り
堂

の
余
材
で
茶
所
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
今
日
迄
全
国
の

参
拝
者
に
湯
茶
の
摂
待
を
続
け
て
い
る
。
其
の
茶
番
は
、
講
員
中
交
代
に
選
ば

れ
て
行
つ
て
い
た
が
、
現
在
は
常
住
の
者
を
置
い
て
い
る
。
今
講
員
は
、
大
阪

泉
北
郡
二
十

一
ケ
町
村
、
南
郡
二
十
八
ケ
町
村
に
亘
り
、
摂
待
加
入
寺
院
は
四

組
九
十
三
ケ
寺
と
な
つ
て
い
る
。
此
の
茶
所
の
運
営
は
、
殆
ど
門
徒
の
割
り
当

て
懇
志
で
行
つ
て
お
り
、
独
自
性
を
保
持
し
て
い
る
。
此
の
様
な
事
は
、
同
じ

真
宗
の
仏
光
寺
の
茶
所
講
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
行
事
と
し
て
毎
月
十
五
・
六

日
に
は
お
茶
所
の
定
期
報
恩
講
を
勤
め
、
一
月
十
五
日
に
は
お
茶
所
御
内
仏
報

恩
講
を
勤
修
す
る
。
又
、三
月
十
五
日
よ
り
摂
待
講
下
附
の
御
消
息

(『法
如
上

人
御
消
息
』
宝
暦
年
間
暮
春
上
旬
、
『鏡
如
上
人
御
消
息
』
明
治
四
十
四
年
十

一
月
十
三
日
)
の
お
紐
解
き
披
露
と
門
徒
同
行
寺
院
の
一
円
巡
回
の
行
事
等
が

あ
る
。
そ
し
て
彼
等
は
、
此
の
様
な
摂
待
を
も
含
め
功
徳
積
み
は
、
家
運
長

久

・
子
孫
繁
栄
の
基
と
な
る
と
し
て
い
る
。

此
の
様
に
、
施
茶
の
摂
待
に
よ
り
結
縁
を
結
び
功
徳
を
得
、
供
養
の
為
に
茶

所
等
を
建
立
す
る
事
は
、
次
の
事
例
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
元
、
刑
場
で
あ
つ

た
高

山
市
万
人
橋
付
近
に
は
、
多
数

の
餓
死
者
を
祭
る
万
人
講
が
在
る
。

文
政

十

一
年
勧
進
僧
是
誰
の
発
願

に
て
、
高
山
日
下
部
九
兵
衛

の
寄
進
で
、
旅
人

へ

湯

茶
を
施

す
摂
待
所
が
設
け

ら
れ
、
是
誰
が

こ
こ
に
居

て
餓
死
者
。
刑
死
者

の

霊
を
弔
ら

つ
た
と
云
う
。

同
様
な
話

し
は
、

高
知
県
高
岡
郡
津
野
山
地
方

に
多

数

の
茶
堂
が
存
す

る
伝
説
と
し
て
、
津
野
城
主
親
忠

(孝
山
公
)
が
慶
長

五
年

自
殺
し
て
、

津
野
家
断
絶

の
後

天
災

が
続
く

の
で
、
孝

山
公

の
霊
を
慰

め
供
養

の
為
に
部
落
ご
と
に
茶
堂
を
建
て
、
旅
人
等

に
お
茶
等

を

摂

待

し

た

と

云
う

(
中
越
穂
太
郎
氏

『
土
佐
民
俗
』
十

三
の

一
)
。
又
、
『
金
鱗
九
十
九
之
塵

』
に

も
、
「
茶
湯
を
す
れ
ば
功
徳
向
二
六
千
日
一遁

二
死
出
患
苦
7
(
中
略
)
茶
湯

を
備
れ

バ
六
親
春
族
迄
も
う
か
ぶ
べ
し
」
と
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
施
茶

と
供
養

・
結

縁

と
云
う
宗
教
性
に
富

ん
だ
論
理
が
あ
る

一
方
、

施
茶
即
功
徳

の
獲
得

(
功
徳

茶
)

と
云
う
極
め

て
現
実
的
功
利
的
期
待

の
籠

つ
た
世
俗
性

の
強
い
庶
民
信
仰

が
強
く
前
面

に
出

て
来
る
の
で
あ

つ
た

(
例
え
ば
、

四
国
地
方

で
摂
待
し
た
遍

路
よ
り
受
け

た
納
札
を
玄
関

や
村
境

・
田
圃
等
に
吊

し
魔
除
け
盗
難
.
虫
除
け

に
す
る
と
云
う
)
。
一
方
、
此
の
様

な
茶
所
や
茶
堂

で
は
、
茶
組
。

茶
講

と
呼
ば

れ
る
お
茶

を
囲

ん
で
の
寄
合

(
11
回
茶
、

一
種

の
共

同
飲
食

儀

礼
)
、
つ
ま
り

信
仰
的
結
社

の
他

に
、
「茶

所
は
嫁
機
所
」

(『
響
喩

尽
』

二
)

と
云

わ

れ

る
如

く
、

遊
び
と
云
う
遊
興
的
な
性
格
と
相

互
扶
助

や
日
常

の
精
神
的
交
流

の
場

と

も
な

つ
て

い
た
。

か
く

て
茶
所
は
、
民
衆

の
信
仰
と
生
活
の
中
で
形
成
さ
れ
、

一
揆

の
母
胎

と

も
な

る
べ
き
相
和
性

・
連
帯
性

(
一
味

同
心

・
一
味
神
水
)

を
含

ん
だ
茶
寄
合

で
も
あ

つ
た
。

然
し
、
次
第
に
宗
教
色
が
薄

れ
、
単

な
る
休
憩

所

・
集
会
所
的

な
も
の
に
移
り
変

つ
て
行
く

の
で
あ

つ
た
。

*

詳
細

は
、
『
仏
教
史
学
研
究
』

に

「
茶
所

と
摂
待
」

と
題

し
て
執

筆

し

た

の
で
併

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
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